
「災害医療等のあり方に関する検討会」に対する取
組状況について 

資料２ 



1995年（平成７年） ◇ 阪神・淡路大震災 

● 「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」 
   －広域災害・救急医療情報システムの整備について 等 

1996年（平成８年） ● 「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」（健康政策局  
   長通知） 
   －広域災害・救急医療情報システムの整備 等 

● 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の運用開始 

2001年（平成13年） ● 「災害医療体制のあり方に関する検討会」 
   －日本版災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）構想について 等 

2005年（平成17年） ● 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成開始 

2010年（平成22年） ● ＤＭＡＴ事務局の設置 

2011年（平成23年） ◇ 東日本大震災 

● 「災害医療等のあり方に関する検討会」 
   －災害拠点病院について 
   －ＤＭＡＴについて 
   －中長期における医療提供体制・その他について  
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2012年（平成24年） ● 「災害時における医療体制の充実強化について」（医政局長通知） 
  －都道府県における災害医療コーディネーターの設置 
  －災害拠点病院の指定要件を改正 等 

2014年（平成26年） ● ＤＭＡＴロジスティックス研修の開始 

● 都道府県災害医療コーディネーター研修の開始 

2016年（平成28年） ◇ 平成28年熊本地震 

● 「医療計画の見直し等に関する検討会」 
   －平成28年熊本地震の医療活動について 

● 「災害拠点病院指定要件の一部改正について」（医政局長通知） 
  －災害拠点病院の指定要件として、業務継続計画の策定等を追加 

● 小児周産期リエゾンの養成開始 

2018年（平成30年） ● 「救急・災害医療提供体制等のあり方に関する検討会」 
   －ＤＭＡＴ事務局の体制整備について 
   －ＥＭＩＳのあり方について 

2 



今後検討すべき事項と方向性 取組状況 

（１）災害拠点病院のあり方 

 災害拠点病院として以下の要件を満たすこと。 
 ・診療機能を有する施設が耐震構造を有すること。 
 ・衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環  
  境を整備すること。 
 ・複数の通信手段を保有していること。 
 ・通常時の６割程度の発電容量を持つ自家発電機の保有と３   
  日分程度の燃料確保すること。 
 ・適切な容量の受水槽の保有や、停電時にも使用可能な井戸 
  設備の整備、優先的な給水協定の締結等診療に必要な水 
  の確保に努めること。 
 ・食料、飲料水、医薬品等の備蓄は、３日分程度行うこと。 
 ・平時から食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団 
  体・業者との協定により、災害時に優先的に供給される体制 
  を整えておくこと。 
 ・原則として病院敷地内にヘリポートを有すること。 
 ・ＤＭＡＴを保有し、またＤＭＡＴや医療チームを受け入れる体 
  制を平時から整えておくこと。 
 ・救命救急センターもしくは２次救急医療機関であること。 
 ・地域の２次救急病院等の医療機関とともに、定期的な訓練を 
  実施すること。 
 ・災害時に地域の医療機関への支援を検討するための院内 
  の体制を整えること。 
 

 災害拠点病院の指定要件として、「災害時における医療
体制の充実強化について 」（平成24年３月21日通知）にお
いて明記。 
 

｢災害医療等のあり方に関する検討会｣報告書（平成23年10月公表）に対する取組状況① 

1. 災害拠点病院について 
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今後検討すべき事項と方向性 取組状況 

（２）基幹災害拠点病院について 

 基幹災害拠点病院は、災害拠点病院の指定要件を満たすとと
もに、以下の要件を満たすこと。 
 ・複数のＤＭＡＴを保有すること。 
 ・救命救急センターであること。 
 ・病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を 
  有すること。 
 ・病院敷地内にヘリポートを有すること。  
 

 災害拠点病院の指定要件として、「災害時における医療体
制の充実強化について 」（平成24年３月21日通知）において
明記。 
 

（３）ＥＭＩＳについて 

 ＥＭＩＳの導入について以下を促すこと。 
 ・未導入の県に対して導入を促すこと。 
 ・災害拠点病院以外の医療機関に対してＥＭＩＳへの導入を促 
  すこと。 

 平成25年に全ての都道府県に導入。 

｢災害医療等のあり方に関する検討会｣報告書（平成23年10月公表）に対する取組状況② 
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今後検討すべき事項と方向性 取組状況 

（１）ＤＭＡＴの活動について 

 ＤＭＡＴの活動について、以下のように見直すこと。 
 ・ＤＭＡＴの活動について従来の対象疾患にとらわれず幅広い 
  疾患に対応できるよう、ＤＭＡＴ活動要領や研修内容の一部 
  を見直すこと。 
 ・ＤＭＡＴ１チームの移動時間を除いた活動時間は48時間以内 
  とすべきであり、災害の規模に応じて２次隊や３次隊の派遣 
  で対応すべきであること。 
 ・ＤＭＡＴは衛星携帯を含めた複数の通信手段を保有し、イン 
  ターネット回線を使ってＥＭＩＳへアクセスできる体制をとること。 
 

  左記を踏まえ、平成24年にＤＭＡＴ活動要領を改訂。 

（２）ＤＭＡＴの指揮調整機能及びロジスティックスについて 

 災害発生後早期から、ＤＭＡＴ事務局及びＤＭＡＴ都道府県調
整本部等へ統括ＤＭＡＴ登録者や統括ＤＭＡＴ登録者をサポート
する要員を派遣し、指揮調整機能の強化を図るべきであり、ロジ
スティック担当者からなる専属のチーム（ＤＭＡＴロジスティック
チーム（仮称））の養成を行うべきであること。 

 平成26年度から、ＤＭＡＴロジスティックス研修を実施。 
 

2. ＤＭＡＴのあり方 

｢災害医療等のあり方に関する検討会｣報告書（平成23年10月公表）に対する取組状況③ 
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今後検討すべき事項と方向性 取組状況 

 中長期における医療提供体制について以下に取り組むこと。 
 ・都道府県においては、医療チーム等の受け入れや派遣につ  
  いて、日本医師会、日本赤十字社、国立病院機構、大学病院、 
  日本病院会、全日本病院協会、日本歯科医師会、日本薬剤 
  師会、日本看護協会等の派遣元の関係団体と受入医療機関 
  等のコーディネート機能を担う災害対策本部内の組織（派遣 
  調整本部（仮称））を迅速に設置できるよう事前に計画を策定 
  すること。 

 
 ・保健所管轄区域や市町村単位等で、災害時に保健所・市町 
  村等の行政担当者と、地域の医師会や災害拠点病院等の医 
  療関係者、医療チーム等が定期的に情報交換する場（地域 
  災害医療対策会議（仮称））を迅速に設置できるよう事前に計 
  画を策定すること。 

 
 ・平時からの準備として、都道府県及び災害拠点病院は、災害 
  を想定した訓練を定期的に行うとともに、都道府県の関係者 
  や基幹災害拠点病院などの医療関係者等が常に意見交換を 
  行う環境を整備すること。 

 
 ・防災計画上の医療活動が災害時にしっかりと機能するために、 
  都道府県、政令市又は特別区が設置する地域防災会議に医   
  師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体 
  の代表、救急医療の専門家等を参加させることが適当である 
  ことから、その参加を促進すべきであること。 

・ 左記を「災害時における医療体制の充実強化について」
（平成24年３月21日通知）において明記。 
・ 平成26年度から都道府県災害医療コーディネーター研修
を実施。 
 

3. 中長期における医療提供体制・その他について 
 

｢災害医療等のあり方に関する検討会｣報告書（平成23年10月公表）に対する取組状況④ 
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